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（
法
務
委
員
会
）

外
国
等
に
対
す
る
我
が
国
の
民
事
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
及
び
そ
の
財
産
の
裁
判
権
か
ら
の
免
除
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
を
踏
ま
え
て
、
外
国
等
を
当
事
者
と
す

る
民
事
裁
判
手
続
並
び
に
外
国
等
の
財
産
に
対
す
る
保
全
処
分
及
び
民
事
執
行
に
関
す
る
我
が
国
の
裁
判
権
の
範
囲
に
つ
い
て

規
定
す
る
と
と
も
に
、
外
国
等
に
係
る
民
事
の
裁
判
手
続
に
つ
い
て
の
特
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

外
国
等
に
対
し
て
裁
判
権
が
及
ぶ
範
囲

１

外
国
等
は
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
裁
判
権
（
我
が
国
の
民
事
裁
判
権
）
か
ら
免
除
さ
れ
る
。

２

外
国
等
に
対
す
る
民
事
裁
判
手
続
に
つ
い
て
、
次
の
場
合
は
、
当
該
外
国
等
に
対
し
て
裁
判
権
が
及
ぶ
。

（
一
）
外
国
等
が
特
定
の
事
項
又
は
事
件
に
関
し
て
裁
判
権
に
服
す
る
こ
と
に
明
示
的
に
同
意
し
た
場
合
及
び
我
が
国
の
裁

判
所
に
自
ら
訴
え
を
提
起
す
る
な
ど
し
た
場
合

（
二
）
商
業
的
取
引
、
労
働
契
約
、
人
の
死
傷
又
は
有
体
物
の
滅
失
等
に
関
す
る
裁
判
手
続
の
う
ち
一
定
の
も
の
で
あ
る
場

合



- 2 -

３

外
国
等
の
有
す
る
財
産
に
対
す
る
保
全
処
分
及
び
民
事
執
行
の
手
続
に
つ
い
て
、
次
の
場
合
は
、
当
該
外
国
等
に
対
し

て
裁
判
権
が
及
ぶ
。

（
一
）
外
国
等
が
、
そ
の
有
す
る
財
産
に
対
し
て
保
全
処
分
又
は
民
事
執
行
を
す
る
こ
と
に
明
示
的
に
同
意
し
た
場
合
及
び

保
全
処
分
又
は
民
事
執
行
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
特
定
の
財
産
を
担
保
と
し
て
提
供
す
る
な
ど
し
た

場
合

（
二
）
外
国
等
の
有
す
る
商
業
用
財
産
等
に
対
す
る
民
事
執
行
の
手
続
で
あ
る
場
合

（
三
）
外
国
中
央
銀
行
等
が
、
そ
の
有
す
る
財
産
に
対
し
て
保
全
処
分
又
は
民
事
執
行
を
す
る
こ
と
に
明
示
的
に
同
意
し
た

場
合
及
び
保
全
処
分
又
は
民
事
執
行
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
特
定
の
財
産
を
担
保
と
し
て
提
供
す
る

な
ど
し
た
場
合

二

民
事
の
裁
判
手
続
に
つ
い
て
の
特
例

外
国
等
に
係
る
民
事
の
裁
判
手
続
に
つ
い
て
の
特
例
を
整
備
す
る
。

三

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


